
法人文書管理規程に関する内規

平成15年10月１日

独立行政法人日本貿易振興機構内規第８号

最新改正　令和８年４月１日

（適用範囲）

第１条　独立行政法人日本貿易振興機構（以下「機構」という。）における法人文書の取扱いについては、法人

文書管理規程（独立行政法人日本貿易振興機構規程第19号。以下「規程」という。）によるほか、この内規の

定めるところによる。

（文書管理システム）

第２条　法人文書を取得、作成、保存又は廃棄をする者は、原則として、文書管理システムを使用して当該法人

文書を管理しなければならない。

２　法人文書の取得、作成、保存又は廃棄を文書管理システムに登録する際には、当該各課等（規程第２条第１

項第五号に定める課等をいう。以下同じ。）の文書管理者によるシステム上の承認を要する。

３　文書管理システムに登録した法人文書の保存場所、収納するファイル等を変更した場合は、システム上の記

録を変更しなければならない。

４　その他の文書管理システムの運用の詳細については、総括文書管理者の定めるところによる。

（到達した文書等の取扱い）

第３条　各課等に外部から到達した文書等は、当該各課等において収受の手続を行うものとする。

（転送）

第４条　文書等が到達した段階で、当該文書等が他の課等の担当するものと判断された場合は、当該文書等を担

当する課等に転送するものとする。

２　二以上の課等に関係のある文書等は、その関係する課等に転送し、それぞれ当該各課等で収受するものとす

る。

（親展文書）

第５条　各課等に到達した親展文書は、開封しないで当該親展文書の名あて人に配布し、その閲覧を経た後、当

該各課等において第２条から第４条までの規定に準じて処理するものとする。

（収受の記録）

第６条　各課等で外部から収受した法人文書に対しては、到達日を記録するものとする。

（報告書の作成義務）

第７条　役職員（規程第２条第１項第六号に規定する者）は、次の場合には、報告書を作成して当該案件の関係

者に報告しなければならない。

一　出張したとき（出張に付随する第二号及び第三号の場合を含む）

二　会議を開催又は会議に出席したとき

三　調査等を行ったとき

２　前項第二号及び第三号において、報告の内容が軽易なものである場合には、口頭での報告に代えることがで

きる。

（供覧）

第８条　各課等で収受し、又は作成した法人文書で業務上参考となるもののうち関係者に周知をさせておく必要

があると認められるものは、供覧書を作成して供覧しなければならない。

（処理中の法人文書）

第９条　起案者は、当該法人文書の所在及びその経路について常に注意するとともに、自らが不在の場合に当該

課等の関係者が処理することのできるよう取り計らわなければならない。



２　起案者は、出張、休暇その他の理由により出勤しないときは、その処理に係る法人文書を課等の文書管理者

にその状況を述べて引き継がなければならない。

３　前項の規定による法人文書の引継ぎを受けた文書管理者は、代わって処理すべき他の者にその法人文書を配

付しなければならない。

４　決裁規程（独立行政法人日本貿易振興機構規程第９号）第８条第６項の規定に基づいて、貿易情報センター

又は海外事務所が事業の実施又は事務の執行について本部、アジア経済研究所、日本食品海外プロモーション

センター又は大阪本部の決裁権者に対して自ら発議し、決裁を求めるときは、それぞれの貿易情報センター又

は海外事務所は、本部、アジア経済研究所、日本食品海外プロモーションセンター又は大阪本部の担当課等に

対して当該伺い文書の担当者の指名を求めることができる。この場合において、第１項及び第２項の「起案

者」は、「本部、アジア経済研究所、日本食品海外プロモーションセンター又は大阪本部の担当課等において

当該伺い文書を担当する職員」と読みかえる。　

（決裁）

第１０条　次の法人文書の作成に当たっては、決裁規程に定めるところにより、決裁を要する。

一　伺いその他機構としての意思決定を求める法人文書

二　公信として発信する法人文書（以下「公信連絡文書」という。）

２　決裁は、決裁規程第２条第１項第二号に定める決裁権者が、押印、署名又はこれらに準ずる方法により、こ

れを行う。

３　決裁が必要な法人文書であって、隔地者間で決裁又は合議を行う場合に限り、当該法人文書の複写をもって

決裁手続きを行うことができる。ただし、一複写文書につき決裁先又は合議先は一箇所とする。

４　前項において複数の決裁先又は合議先に同時に決裁手続きを行ってはならない。

５　第１項に定める文書の様式は別に定める。

（合議）

第１１条　決裁規程第５条の規定により他の者に合議を行う場合において、その合議を受けた者がその起案の内

容を訂正しようとするときは、当該事項を担当する課等と協議をしなければならない｡

（代決）

第１２条　代決の方法は、決裁規程第６条の規定に従う。

（決裁番号）

第１３条　決裁の終わった法人文書には、別表に定める文書記号、６桁の決裁年月日及び３桁の決裁番号を付与

する。

２　二以上の異なる法人文書に対して、重複する決裁番号を付与してはならない。

（公印の押印）

第１４条　公信連絡文書には、公印取扱規程（独立行政法人日本貿易振興機構規程第20号）の定めるところによ

り、文書の発信人名義に関する内規（日本貿易振興機構内規第9号）に定める名義の種類及び区分に応じた公

印を押印する。ただし、法令、商慣習、当該文書を受信する者の要請その他の事由により公印の押印が求めら

れる場合を除き、発信人名義の下部に「（公印省略）」と付記することで押印を省略することができる。

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる公信連絡文書には公印の押印は要さない。

一　機構の内部（本部、アジア経済研究所、日本食品海外プロモーションセンター、組織規程（独立行政法人

日本貿易振興機構規程第１号）第３条第１項に規定する地域本部、貿易情報センター及び海外事務所並びに

対日投資・ビジネスサポートセンターその他特定の事業を遂行するために設置された事業拠点及び特定の事

業を遂行するために派遣された嘱託員等をいう。）への公信連絡文書

二　発信名義人が署名をする外国語文の公信連絡文書

三　電子認証局により認証を受ける公信連絡文書

四　海外事務所の公信連絡文書



３　多数印刷する一定の字句及び内容の公信連絡文書に公印の押印が必要な場合は、その公印管理責任者の承認

をもって、公印の印影を印刷して押印に代えることができる。

４　前項の場合において、公印の印影を印刷する業務を外部に委託するときは、その公印管理責任者の承認をも

って、業務受託者に印影を提供することができる。この場合、その公印管理責任者は、業務完了後、提供した

印影を速やかに返却又は廃棄させなければならない。

（法人文書ファイルの作成）

第１５条　規程第14条の規定により法人文書ファイルを作成するときは、第２条の規定を準用する。

（法人文書の保存場所）

第１６条　文書管理者は、作成し、又は取得した時期の属する年度の翌年度の初日から起算して１年間を経た法

人文書を、総括文書管理者の指定する場所に保存することができる。

２　前項の手続に従って保存された法人文書の閲覧、供覧、貸出し等に関する詳細は、総括文書管理者の定める

ところによる。

（取扱注意文書）

第１７条　この条において「取扱注意文書」とは、秘密文書以外の法人文書であって、その取扱いに慎重を期す

る必要があるものをいう。

２　取扱注意文書には、「取扱注意」と記し、又はその他の方法によって、取扱注意文書であることを明示しな

ければならない。なお、情報セキュリティ対策に関する内規（独立行政法人日本貿易振興機構内規第169号）

第５条に定める格付けの明示を行う場合はその限りでない。

３　取扱注意文書の指定、変更又は廃止は、本部においては各部長、監査室長又はＤＸ推進室長、アジア経済研

究所においては研究企画部長、日本食品海外プロモーションセンターにおいては日本食品海外プロモーション

センター事務局長、地域本部においては地域本部長（大阪本部長含む。）、貿易情報センター及び海外事務所

においては所長（以下この条において「指定者」という。）が指定する。

４　取扱注意文書は、その指定者の承認を得なければ、外部の者に手交し、又は閲覧に付してはならない。複製

をした取扱注意文書も同様とする。

（国の機関等から入手した取扱注意文書等の扱い）

第１８条　国の機関又は独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第

140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において同じ。）において指定を受けた取

扱注意文書その他これに類する文書等（以下この条において「取扱注意文書等」という。）を受領したとき

は、当該取扱注意文書等を発した国の機関又は独立行政法人等における取扱いを尊重し、前条の定めるところ

に準ずる取扱いをするものとする。

２　地方公共団体、法人その他の団体（国の機関及び独立行政法人等を除く。）又は外国政府機関、外国の地方

政府機関若しくは国際機関において指定を受けた取扱注意文書等を受領したときは、当該文書等が取扱注意文

書等に指定された趣旨に鑑み、必要に応じて前条の指定をするものとする。

附　則

　この内規は、平成15年10月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成15年12月25日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成16年１月１日から施行する。　

附　則　



　この内規は、平成16年３月17日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成16年５月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成16年６月30日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成16年７月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成16年９月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成16年10月29日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成17年３月29日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成17年３月31日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成18年４月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成18年４月15日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成18年６月15日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成18年６月21日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成19年４月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成19年６月29日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成19年７月１日から施行する。　

附　則　



　この内規は、平成21年１月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成21年３月２日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成21年４月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成21年９月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成21年10月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成22年２月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成22年２月４日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成22年３月22日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成22年４月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成22年４月16日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成23年３月４日から施行する。　

附　則

　この内規は、平成23年４月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成23年８月１日から施行する。

附　則

　この内規は、平成24年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、平成24年７月１日から施行する。

附　則　　　



　この内規は、平成24年８月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成25年３月１日から施行する。

附　則

　この内規は、平成25年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、平成26年３月１日から施行する。

附　則

　この内規は、平成26年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、平成26年４月22日から施行する。

附　則

　この内規は、平成26年８月15日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成26年９月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成26年12月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成27年２月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成27年３月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成27年４月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成27年９月29日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成28年３月24日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成28年４月１日から施行する。　

附　則　　



　この内規は、平成29年４月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成29年５月１日から施行する。　

附　則

　この内規は、平成29年８月15日から施行する。

附　則

　この内規は、平成29年10月１日から施行する。

附　則　

　この内規は、平成29年11月１日から施行する。　

附　則　　

　この内規は、平成30年４月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成30年５月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成30年５月15日から施行する。　　

附　則　

　この内規は、平成30年６月25日から施行する。　

附　則

　この内規は、平成30年９月１日から施行する。　

附　則　

　この内規は、平成31年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和元年８月15日から施行する。

附　則　

　この内規は、令和元年11月15日から施行する。

附　則

　この内規は、令和３年２月22日から施行する。

附　則　

　この内規は、令和３年４月１日から施行する。　

附　則



　この内規は、令和４年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和５年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和５年10月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和６年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和６年６月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和６年10月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和７年４月１日から施行する。

附　則

　この内規は、令和８年４月１日から施行する。

　



別表

本部各部課文書記号

総務部（ＡＤ）  

　総務課 ＡＤＡ

　広報課 ＡＤＤ

　秘書課  ＡＤＥ 

　情報システム課 ＡＤＪ 

　情報データ統括課 ＡＤＫ

   

人事部（ＨＲ）   

　人事課 ＨＲＡ

　人材開発課 ＨＲＢ

　給与厚生課 ＨＲＣ

   

経理部（ＦＩ）   

　経理課  ＦＩＡ 

　管理課  ＦＩＢ 

   

企画部（ＰＬ）  

　企画課 ＰＬＡ

　法人評価課  ＰＬＨ 

　海外事務所運営課 ＰＬＤ

　国内事務所運営課 ＰＬＥ

   

調査部（ＯＲ）　  

　調査企画課 ＯＲＡ

　アジア大洋州課 ＯＲＦ

　中国北アジア課 ＯＲＧ

　米州課 ＯＲＢ

　欧州課 ＯＲＤ

　中東アフリカ課 ＯＲＨ

　国際経済課 ＯＲＩ

   

海外ビジネスサポートセンター（ＳＣ）  

　お客様サポート課 ＳＣＡ

　貿易投資相談課 ＳＣＢ

　ビジネス展開課 ＳＣＣ

　グローバルサウス課  ＳＣＤ 

　サステナブルビジネス課  ＳＣＥ 

   



知的資産部（ＩＧ）　  

　戦略企画課  ＩＧＤ 

　知的財産課 ＩＧＡ

　高度外国人材課 ＩＧＢ

　海外ビジネス人材育成課 ＩＧＣ

   

イノベーション部（ＩＶ）  

　戦略企画課 ＩＶＡ

　プロモーション課 ＩＶＢ

　エコシステム課 ＩＶＣ

　スタートアップ課  ＩＶＤ 

　ビジネスデベロップメント課  ＩＶＥ 

   

農林水産食品部（ＡＦ）  

　戦略企画課 ＡＦＡ

　事業推進課 ＡＦＢ

　市場開拓課 ＡＦＦ　

　商流構築課 ＡＦＧ　

   

海外展開支援部（ＯＤ）   

　戦略企画課  ＯＤＡ 

　中堅中小企業課  ＯＤＢ 

　販路開拓課  ＯＤＣ 

　フロンティア開拓課  ＯＤＤ 

　国際博覧会課 ＯＤＥ 

   

デジタルマーケティング部（ＤＮ）  

　デジタルマーケティング課 ＤＮＡ

　コンテンツ課  ＤＮＦ 

　プラットフォームビジネス課 ＤＮＢ

　ＥＣビジネス課 ＤＮＥ

   

監査室 ＡＵＡ

   

ＤＸ推進室  ＤＸＡ 

　

アジア経済研究所文書記号

研究企画部（ＲＰ）  

　研究企画課 ＲＰＡ

　研究管理課 ＲＰＣ



　研究人材課  ＲＰＤ 

   

研究推進部（ＲＡ）   

　研究推進課 ＲＯＡ 

　研究事業開発課 ＲＯＢ 

　研究イベント課  ＲＯＣ 

　研究交流・研修課  ＲＯＤ 

   

地域研究センター  ＡＳＡ 

   

開発研究センター  ＤＳＡ 

   

新領域研究センター  ＩＳＡ 

   

学術情報センター（ＡＩ）   

　図書館情報課 ＡＩＡ 

　成果出版課  ＡＩＢ 

   

ＥＲＩＡ連携室  ＥＡＡ 

　

日本食品海外プロモーションセンター文書記号

海外プロモーション管理課 ＪＦＡ 

海外プロモーション事業課 ＪＦＢ

　

地域本部文書記号

東北地域本部 ＲＨＡ

関東・甲信地域本部 ＲＨＢ

中部・北陸地域本部 ＲＨＣ 

大阪本部 ＲＨＤ 

　海外ビジネス推進課  ＯＳＡ 

　イノベーション課 ＯＳＤ 

　ビジネス情報課  ＯＳＣ 

中国・四国地域本部  ＲＨＥ 

九州・沖縄地域本部  ＲＨＦ 

　

貿易情報センター文書記号

北　 海 　道 ＳＡＰ

青　　　　森 ＡＯＭ

岩　　　　手 ＭＯＲ

仙　　　　台 ＳＥＮ



秋　　　　田 ＡＫＩ

山　　　　形 ＹＡＴ

福　　　　島 ＦＭＡ

茨　　　　城 ＩＢＲ

栃　　　　木 ＴＣＧ

群　　　　馬 ＧＵＭ

埼　　　　玉 ＳＴＭ

千　　　　葉 ＣＨＢ

東　　　　京 ＫＮＴ

横　　　　浜 ＹＯＫ

新　　　　潟 ＮＩＧ

富　　　　山 ＴＯＹ

金　　　　沢 ＫＡＮ

福　　　　井 ＦＫＩ

山　　　　梨 ＹＭＮ

長　　　　野 ＮＧＮ

諏訪支所 ＳＵＷ

岐　　　　阜 ＧＩＦ

静　　　　岡 ＳＩＺ

浜　　　　松 ＨＭＭ

名　 古　 屋 ＮＡＧ

三　　　　重 ＭＩＥ

滋　　　　賀 ＳＩＧ

京　　　　都 ＫＹＯ

神　　　　戸 ＫＯＢ

奈　　　　良 ＮＡＲ

和　 歌　 山 ＷＡＫ

鳥　　　　取 ＴＴＲ

島　　　　根 ＭＡＴ

岡　　　　山 ＯＫＡ

広　　　　島 ＨＩＲ

山　　　　ロ ＹＡＣ

徳　　　　島 ＴＫＳ

香　　　　川 ＫＧＷ

愛　　　　媛 ＥＨＩ

高　　　　知 ＫＯＣ

福　　　　岡 ＦＵＫ

北　 九 　州 ＫＩＴ

佐　　　　賀 ＳＡＧ

長　　　　崎 ＮＧＳ



熊　　　　本 ＫＵＭ

大　　　　分 ＯＩＴ

宮　　　　崎 ＭＹＺ

鹿　 児 　島 ＫＡＧ

沖　　　　縄 ＯＫＩ

　

海外事務所文書記号

ニューヨーク ＮＹＡ

サンフランシスコ ＳＦＣ

ロサンゼルス ＬＡＧ

シカゴ ＣＧＯ

ヒューストン ＨＵＴ

アトランタ ＡＭＡ

トロント ＴＯＲ

バンクーバー ＣＡＶ

サンパウロ ＳＡＯ

ブエノスアイレス ＡＲＢ

サンティアゴ ＣＨＳ

ボゴタ ＣＢＯ

カラカス ＶＥＣ

メキシコ ＭＥＸ

リマ ＬＭＡ

ロンドン ＬＤＮ

パリ ＰＲＳ

ウィーン ＷＩＮ

ブリュッセル ＢＥＢ

プラハ ＣＰＲ

デュッセルドルフ ＴＣＤ

ミュンヘン ＭＵＮ

ベルリン ＢＬＮ

ブダペスト ＨＵＢ

ミラノ ＭＩＬ

アムステルダム ＮＥＡ

ワルシャワ ＰＯＷ

キーウ  ＵＫＹ 

ブカレスト ＲＵＢ

モスクワ ＲＳＭ

ジュネーブ ＳＷＧ

マドリード ＳＰＭ

タシケント ＵＺＴ



北京 ＰＣＢ

香港 ＨＫＧ

上海 ＰＣＳ

大連 ＰＣＤ

広州 ＰＣＧ

青島 ＰＣＱ

武漢 ＰＣＷ

成都 ＰＣＣ

ソウル ＫＯＳ

バンコク ＢＧＫ

プノンペン ＣＰＨ

ビエンチャン ＬＶＩ

ダッカ ＢＡＤ

ニューデリー ＩＮＤ

ムンバイ ＩＮＢ

ベンガルール ＩＮＬ

チェンナイ ＩＮＣ

アーメダバード ＩＮＡ

ジャカルタ ＪＫＴ

クアラルンプール ＭＡＫ

ヤンゴン ＭＹＹ

カラチ ＰＡＫ

マニラ ＭＬＡ

シンガポール ＳＰＲ

コロンボ ＣＥＣ

ハノイ ＶＨＡ

ホーチミン ＶＨＯ

シドニー ＳＹＤ

オークランド ＮＡＫ

ドバイ ＵＡＤ

カイロ ＣＡＲ

ラバト ＭＲＡ

テヘラン ＩＲＴ

テルアビブ ＩＳＴ

リヤド ＳＡＲ

イスタンブール ＴＯＩ

ヨハネスブルク ＳＵＹ

マプト ＭＺＭ

アビジャン ＣＤＡ

アクラ ＧＡＡ



アディスアベバ ＥＡＤ

ナイロビ ＫＥＮ

ラゴス ＮＬＡ

　

　


